
 

 

 

 

平成 23 年 1 月 31 日 

各      位 

会 社 名    藤 井 産 業 株 式 会 社 

代表者名    代 表 取 締 役 社 長  藤 井 昌 一 

       （JASDAQ  コード番 号 9906） 

問合せ先    常務取締役社長室長 秋本 榮一 

電 話    0 2 8 - 6 6 2 - 6 0 1 8 

 

 

 

確定拠出年金制度の導入及び特別利益の発生に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 23 年 2 月 1 日から現行退職金制度の一部を確定拠出年金制度に移行することについて、

平成 23 年 1 月 11 日付で厚生労働省関東信越厚生局長の承認を受けましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 導入の目的 

 適格退職年金制度が平成 24 年 3 月に廃止されることを踏まえ、確定拠出年金制度を導入することにより、

財務上の不確定リスクの軽減と退職金制度の安定的な運営を図るものです。併せて従業員のライフプランや

就業意識の多様化に対応するため、退職給付制度を変更いたします。 

 

2. 新制度の内容 

 （1）制度変更日 平成 23 年 2 月 1 日 

 （2）運営管理機関 株式会社足利銀行、東京海上日動火災保険株式会社 

 （3）資産管理機関 みずほ信託銀行株式会社 

 （4）対象者  当社の全ての正社員 

（ただし、制度変更日及び入社日において満 50 歳以上で加入者となることを 

希望しない者を除く） 

 （5）拠出額  従来から採用しているポイント制退職金制度の付与ポイントに基づいて拠出 

 

3. 業績に与える影響及び特別利益の発生について 

 当該制度導入に伴い、平成 23 年 3 月期において約 212 百万円の特別利益の計上を見込んでおります。 

なお、これに伴う配当予想の修正は予定しておりません。また、本件で計上される特別利益につきましては

平成 23 年 3 月期通期業績予想には折り込んでおりませんが、その他要因も含めて、業績予想の修正が必

要となった場合は速やかに開示いたします。 

 

 

以  上 

 


